
2021秋 日本被団協中央相談事業講習会 兼 札幌市被爆者の会秋の学習会 

  兼 被爆二世プラスの会会員のつどい 

再び被爆者をつくらないために、学び、交流しましょう！ 
 今年 1 月核兵器禁止条約は国際法として発効しました。核兵器は使ってはもちろんダメ、開発しても保有しても脅しに使ってもダメな

のです。核兵器を非人道兵器、絶対悪とする世界史の新しい 1ページが始まりました。 

 核兵器禁止条約を生み出した力は「再び被爆者をつくらないで」とする被爆者の訴えです。世界史の新しい動きを作り出すために、戦

後被爆者はどうたたかい、世界に何を訴えてきたのか、そしてこれからの課題は何なのかを、一緒に考えあいましょう。 

 

    2021秋 日本被団協中央相談事業講習会 兼 札幌市被爆者の会秋の学習会  兼 被爆二世プラスの会会員のつどい 

  日 時  11月 3日(㊌)     第一部 午前 10時から 11時 45分 その後理事会・昼食休憩 

               第二部 午後 1時から 2時半   

  会 場  北海道クリスチャンセンター  

          札幌市北区北 7条西 6丁目 TEL 011-736-3388 

   参加費  300円(資料代) 

第一部 講演会 被爆者からあなたに―いま伝えたいこと 日本被団協事務局長 木戸季市さん 

※コロナの感染拡大防止のためオンラインで実施します。前方スクリーンに映し出されます。 

※参加者には『被爆者からあなたに』(岩波ブックレット)をお渡しします。 

第二部 被爆二世プラスの会会員のつどい 

 〇紙芝居『戦いはまだおわらない』(昨年なくなられた被団協代表理事岩佐幹三さんの証言) 

 〇この 1年間の活動報告、「二世手帳(健康記録簿)」など今後の活動について懇談 

           ※当日の昼食はお弁当を用意します。参加希望の方は 10月 29日(金)までに被爆者協会にご連絡下さい。 

(裏面に書いて FAXまたは電話、またはメールの活用を。メール: dohidankyo@poppy.ocn.ne.jp)  

 

北海道被爆者協会(TEL/FAX 011-866-9545) 被爆二世プラスの会北海道(川去) 

どなたでも参加できます。 


